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学校における熱中症特別警戒情報等の発表時の対応について 

 

日頃から、相楽東部広域連合における教育にご理解とご協力いただきありがとうございます。 

さて、令和５年４月に気候変動適応法の一部を改正する法律が成立（令和６年４月施行）した

ことを踏まえ、熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）等が発表された場合は、過去に

例をない危険な暑さであることを踏まえ、下記のとおり対応することといたしますので、ご承知

のうえご対応を賜りますようお願いいたします。（今後、国の方針等により基準や対応が変更され

る可能性があります。） 

ご家庭におかれましても、自発的な熱中症予防行動を徹底し、家族や周囲の人々においては見

守りや声掛け等の共助に努めていただくよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１ 前日の１４時に、京都府に熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）が発表された場合、

児童・生徒の健康に係る被害を防ぐ観点から、翌日、登校はさせず、自宅でのオンライン授業

を実施することとします。 

 

２ 当日の５時に、京都府に熱中症警戒情報（熱中症警戒アラート）が発表され、京田辺市の暑さ

指数情報提供地点における暑さ指数（WBGT）の予測値が３５以上の場合は、児童・生徒の健

康に係る被害を防ぐ観点から、当日、登校はさせず、自宅でのオンライン授業を実施すること

とします。 

 

３ 夏季休業中の部活動、補習等に関しても上記１・２を適用します。 

 

４ 熱中症に関する詳細な情報は、「環境省熱中症予防サイト～熱中症警戒アラート」を参照 

※上記サイト URL  https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php 

 

<参考> 

熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）について 

〇予 測 値・・・暑さ指数情報提供地点における該当日で予測される最高暑さ指数 

〇発表基準・・・京都府内全ての暑さ指数情報提供地点において、翌日の最高暑さ指数（WBGT） 

の予測値が３５に達すると予測される場合 

※京都府の暑さ指数情報提供地点（間人、宮津、舞鶴、福知山、美山、園部、京都、京田辺） 



〇発表時刻・・・前日の１４時ごろ 

〇熱中症予防運動指針 

※『府立学校における熱中症対策ガイドライン 令和６年５月改訂 京都府教育委員会』から抜粋 

 


